
提供年月日 ：令和５年(2023 年) ５月１日 

部 局 名：文化スポーツ部 

所 属 名：文化財保護課 

係 名：安土城・城郭調査係 

担 当 者 名 ：松下 

連絡先(内線)：077-528-4678（4678） 

 

特別史跡安土城跡調査・整備事業に関する覚書締結式を行います 

～ 摠
そ う

見寺
け ん じ

・滋賀県・近江八幡市・東近江市の４者が協力 ～ 
 

今年度から特別史跡安土城跡調査・整備事業を２０年計画でスタートするにあたり、事

業を円滑に進めるため、土地所有者である摠見寺、史跡の管理団体である滋賀県、城跡を

所管する近江八幡市・東近江市の４者で覚書を交わすこととなりました。 

下記のとおり締結式を行い、４者の協力のもと計画的に調査・整備事業を進め、さらな

る特別史跡安土城跡の実像解明と保全・活用に取り組んでまいります。 

 

締結式の概要 

 日 時 令和５年５月１１日（木） １３：３０～１４：００ 

 場 所 滋賀県公館 ゲストルーム（大津市京町四丁目２番１５号） 

 出席者 摠見寺住職  加藤 耕文 氏 （土地所有者） 

近江八幡市長 小西 理 氏 （城跡所管自治体代表） 

東近江市長  小椋 正清氏 （城跡所管自治体代表） 

滋賀県知事  三日月 大造  （史跡管理団体代表） 

 次 第 知事から摠見寺ご住職に『特別史跡安土城跡整備基本計画』を謹呈 

４者による覚書への署名、記念撮影 

※終了後、14:00 までの間、報道機関による取材の時間を確保します。 

 

覚書の内容 

 滋賀県・近江八幡市・東近江市と摠見寺は、国民共有の財産であり、歴史文化遺産とし

ての特別史跡安土城跡の価値を大切に守りながら、将来に向けて安土城跡を保全し、さ

らに顕彰を行うこと。 

 特別史跡安土城跡調査整備事業の実施にあたり、文化財保護法を遵守し、土地所有者で

ある摠見寺の権利を尊重すること。 

 摠見寺は、特別史跡安土城跡調査・整備事業に全面的に協力すること。 

 覚書の有効期間は、特別史跡安土城跡調査・整備事業が終了するまでとします。 

 

『特別史跡安土城跡整備基本計画』の公開 

１．滋賀県ＨＰ上で公開中 

２．URL https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunakasports/bunkazaihogo/331042.html  
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